
令和３年 第５回美浜町農業委員会総会議事録 

 

 

 

１．開催日時  令和３年９月２８日（火） 午後７時００分（協議会終了後） 

 

２．場  所  美浜町役場 議会会議室 

 

３．出席委員（１１名） 

委員        １番  松下 勝美 

委員        ２番  山本 和美 

委員        ３番  大野 克弥 

委員        ４番  軍場 康代 

委員        ５番  藤本 悟 

委員        ６番  山本 光雄 

委員        ７番  山本 文昭 

委員        ８番  浅妻 孝彦 

委員        ９番  馬野 弥裕 

会長職務代理   １０番  山口 哲男 

会長       １１番  中村 博昭 

 

４．議事日程 

   日程第 １ 議事録署名委員の指名について 

   日程第 ２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   日程第 ３ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第 ４ 議案第３号 農用地利用集積計画について 

    

５．美浜町農業委員会事務局職員 

事務局長    渡辺 強 

  次長    山本 知也 

書記    浅妻 真記 

  

６．会議内容 

 

【開会宣言】 

事務局長 

   皆さんこんにちは。本日は大変お忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。 

  それではただ今から令和３年第５回の農業委員会総会を開催させていただきます。 

   過半数以上の出席をいただきましたので、美浜町農業委員会総会会議規則第８条の規定により、

本総会が成立いたしましたことをここにご報告させていただきます。 

それでは、中村会長よりご挨拶をいただきます。 

 

中村会長 

  （会長挨拶） 

 

事務局長 

   ありがとうございました。それでは、美浜町農業委員会総会会議規則第７条の規定により、会長



は総会の議長となるとなっておりますので、ここからの会議進行につきまして中村会長よろしくお

願いいたします。 

 

議長 

   それでは会議を始めます。日程第１ 会議録署名委員の指名について、慣例に従いまして私から

指名させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、私から指名をさせていただきます。 

   ３番 大野委員、４番 軍場委員ご両名よろしくお願いいたします。 

 

  それでは日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたし

ます。その１、その２について事務局の説明をお願いします。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 

（その１）譲渡人：美浜町■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■■  地目：田  地積：１，１６７㎡ 

     譲受人：美浜町■■■■■■■■■■■  ■■ ■■ 

 

（その２）譲渡人：■■■■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■■■  地目：田  地積：４３６㎡ 

     譲受人：美浜町■■■■■■■■■■■  ■■ ■■ 

 

     経営面積：３，５９４㎡ 

     調査担当委員は大野委員です。 

 

その１、その２について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その１、その２について、譲受人が

同じでありますのでまとめて説明させていただきます。 

まずその１についてですが、譲渡人は、美浜町■■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳 職

業 ■■■■■の方です。 

申請地は、■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は１，１６７㎡となっています。 

譲受人は、美浜町■■■■■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳 ■■の方です。 

資料№１－１の付近図及び写真資料をご覧ください。申請地は町道■■■■■■線沿いの■■■

■■■■■に位置する農地で■■■■と■■■■に挟まれた農地です。 

次にその２についてですが、譲渡人は、■■■■■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳  

■■■の方です。 

申請地は、■■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は４３６㎡となっています。 

譲受人は、美浜町■■■■■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳 ■■の方です。 

   資料№１－２の付近図及び写真資料をご覧ください。申請地は町道■■■線沿いに位置する農地

です。 

   農地取得後の■■さんの家族経営面積は３，５９４㎡となりますので、農地法第３条の許可を受

ける際の下限面積（3,000㎡）、経営すべき面積は満たしております。営農についてはいちじく・米

を作付けする計画であり、農作業の従事状況においても、夫婦で３０年以上の農作業経験があり、

家族３人で農作業を一緒に行うとしており、農作業に係る労働力は問題ないと思われます。農機具



についてはトラクター、田植え機、もみすり機、乾燥機等自己資金による導入を行っており、今後

コンバインを導入予定とのことです。その他の農地法３条の許可要件である自宅から農地までの距

離等にも問題はありません。 

調査担当委員は大野委員です。以上です。 

 

議長 

   事務局の説明が終わりました。その１、その２について調査担当委員の大野委員、補足説明があ

りましたらお願いします。 

    

大野委員 

   ただ今事務局から説明があった通り、補足等はありません。■■さん本人からもいろいろ頑張っ

ているねという話を聞きまして、それで良いのではないかと思いました。以上です。 

 

議長 

ありがとうございました。その１、その２について事務局並びに調査担当委員の説明が終わりま

した。 

   これにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

    

山本委員 

   例えば、今その１、その２の２つの案件が出ていますが、その２だけですと経営面積がクリアで

きないということになりますね。３，５９４㎡は、その１も含んだ面積ですよね。もし、その１を

仮に許可できないという場合には、その２も許可できないということになるのですか。 

 

議長 

   おっしゃる通り、その１をまず許可してもらって、その２が成立するということですね。 

 

事務局長 

   その１が成立した後の話ということになりますね。 

 

議長 

   他にございませんか。 

 

  （なし） 

 

   他にご意見等はないようですので、その１、その２について採決をしたいと思います。 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その１、その２については、原案の通り本委員

会が許可することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号その１、その２については原案

の通り許可することにいたします。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 

（その３）譲渡人：■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■  地目：田  地積：８９㎡ 



         ■■■■■■■■■  地目：田  地積：２９１㎡ 

         ■■■■■■■■■  地目：田  地積：６２㎡ 

         ■■■■■■■■■  地目：畑  地積：７２㎡ 

         ■■■■■■■■■  地目：田  地積：１３８㎡ 

         ■■■■■■■■   地目：田  地積：１，２１０㎡ 

         ■■■■■■■■   地目：田  地積：１，２２５㎡ 

         ■■■■■■■■   地目：田  地積：３５０㎡ 

                          地積：計３，４３７㎡ 

     譲受人：美浜町■■■■■■  ■■■■ ■■■■■■■■■ 

     調査担当委員は、軍場委員です。 

 

それでは、その３について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その３について説明させていただき

ます。 

資料№１－３①②③の付近図及び写真資料をご覧ください。申請地は町道■■■■■線沿いに位

置する農地及び■■■■線の住宅裏に位置する農地です。 

■■■■■■■■■■■■■は、令和２年６月１５日設立、事業内容は、園芸人材の育成及び就

農支援、農産物の生産、加工、販売等です。計６人、そのうち農業の常時従事者３人、うち農作業

従事者２人となっており、農地所有適格法人としての基準を満たしております。 

農地取得後の経営面積は３，４３７㎡となりますので、農地法第３条の許可を受ける際の下限面

積（3,000㎡）、経営すべき面積は満たしております。営農については、水稲、野菜を作付け予定で

す。農機具（トラクター、コンバイン、田植え機）は■■区より借用予定となっております。 

■■さん農作業経験８年、■■さん１年。農業人材育成拠点施設の維持管理業務の委託契約を結

んでおり、拠点施設の維持管理、農業研修生への研修を行っています。今回農地所有適格法人の要

件を満たし、町の園芸農業の発展、研修生の実地研修の場としても活用していくとしています。そ

の他の農地法３条の許可要件である自宅から農地までの距離等にも問題はありません。 

調査担当委員は軍場委員です。以上です。 

 

議長 

   事務局の説明が終わりました。その３について調査担当委員の軍場委員、補足説明がありました

らお願いします。 

 

軍場委員 

   付け加えることはありません。事務局の説明の通りです。以上です。 

 

議長 

   ありがとうございました。その３について事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。こ

れにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

   ■■■■■■■■■は、いつできたのですか。 

 

事務局 

   令和２年６月１５日設立です。 

 

 



事務局長 

   農業人材育成拠点施設の指定管理をお願いしている業者さんです。先程、■■さんがおっしゃら

れていました観光農園、いちご農園の維持管理も併せてお願いしています。 

 

桃井委員（最適化委員） 

   現在は、どこかで耕作されていますか。 

 

事務局長 

   耕作はまだされていないです。現在は、観光農園の方で作業をされています。 

 

議長 

   他にございませんか。 

 

（なし） 

 

他にご意見等はないようですので、その３について採決をしたいと思います。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その３については、原案の通り本委員会が許可

することにご異議ございませんか。 

 

  （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号その３については原案の通り許

可することにいたします。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 

（その４）譲渡人：美浜町■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■  地目：田  地積：１１０㎡ 

         ■■■■■■■    地目：田  地積：３６６㎡ 

         ■■■■■■■    地目：田  地積：３６０㎡ 

         ■■■■■■■    地目：田  地積：３８３㎡ 

         ■■■■■■■    地目：田  地積：２９４㎡ 

         ■■■■■■■    地目：田  地積：３５０㎡ 

         ■■■■■■■    地目：田  地積：２３４㎡ 

                          地積：２，０９７計㎡ 

        譲受人：美浜町■■■■■■■    ■■ ■■ 

        調査担当委員は、山本光雄委員です。 

 

   それでは、その４について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その４について説明させていただき

ます。 

譲渡人は、美浜町■■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳 ■■の方です。 

申請地は、■■■■■■■■■ 地目は田、地積は１１０㎡、■■■■■■■ 地目は田、地積

は３６６㎡、■■■■■■■ 地目は田、地積は３６０㎡、■■■■■■■ 地目は田、地積は３

８３㎡、■■■■■■■ 地目は田、地積は２９４㎡、■■■■■■■ 地目は田、地積は３５０

㎡、■■■■■■■ 地目は田、地積は２３４㎡  計２，０９７㎡となっています。 



譲受人は、美浜町■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳 ■■をされている方で 

資料№１－４①②の付近図及び写真資料をご覧ください。申請地は県道■■■線沿いの農地１筆

及び■■水路と■■水路の間の農地２筆、国道■■■線■■■■下の■■里道と■■里道の間の農

地となっています。農地取得後の経営面積は３０５，８８０㎡です。営農については、果樹（レモ

ン）を作付け予定であり、農作業の従事状況においても、■■さんの農作業歴は４１年、常時雇用

している労働力は６人（農作業経験６年～３５年）、臨時雇用は年間のべ３人（農作業経験は２年）

と、農作業に係る労働力は問題ないと思われます。その他の農地法３条の許可要件である自宅から

農地までの距離等にも問題はありません。 

調査担当委員は山本光雄委員です。以上です。 

 

議長 

    事務局の説明が終わりました。その４について調査担当委員の山本光雄委員、補足説明がありま

したらお願いします。 

 

 山本光雄委員 

    ■■さんは認定農家で、大々的にされていて、この近くも田んぼを耕作されています。写真資料

の№１－４①に家も写っているのですが、この場所は誰も住んでいないのです。それで、農地も荒

れるし、資料№１－４の１・２・３も草が生えて放棄地みたいになっています。所有者が耕作もし

なければいけないので、■■さんがまとめて買って管理すると言っていたので、お願いしたいと思

います。 

 

議長 

   ありがとうございました。その４について事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。 

  これにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

  （なし） 

 

特段ないようでございますので、その４について採決をしたいと思います。 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その４については、原案の通り本委員会が許可

することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号その４については原案の通り 

許可することにいたします。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 

（その５）貸人：美浜町■■■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■■■  地目：田  地積：１，２７４㎡ 

     借人：美浜町■■■■■■■  ■■■■ ■■ ■■ 

 

（その６）貸人：美浜町■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■■■  地目：田  地積：１，８９０㎡ 

     借人：美浜町■■■■■■■  ■■■■ ■■ ■■ 

      調査担当委員は大野委員です。 

 



それでは、その５、その６について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その５、その６について譲受人が同

じであるため合わせて説明させていただきます。 

本件については、現在町で行っている農業人材育成拠点整備事業における農地に係る内容となっ

ています。 

資料№１－５と資料№１－６をご覧ください。 

まず、申請地の美浜町■■■■■■■■■■■についてですが、貸人は、美浜町■■■■■■■

■■■ ■■ ■■さん ■■歳 ■■をしている方です。 

借人は■■■です。地積は１，２７４㎡、地目は田となっています。 

次にその隣に位置する美浜町■■■■■■■■■■■についてですが、貸人は、美浜町■■■■

■■■■ ■■ ■■さん ■■歳 ■■■■■■■■■の方です。 

借人は、■■■です。地積は１，８９０㎡、地目は田となっています。 

いずれの申請地についても、現在■■■沿いで行っている農業人材育成拠点整備事業に係る農業

用施設に供する土地として新たに拡大整備していくもので、具体的には来年度以降就農を行う研修

生を対象とした農業用のパイプハウスが６棟整備される予定となっており、農地のまま利用すると

いうことで農地法第３条での申請となっています。農地として利用する場合の下限面積３０a の許

可要件に関わらず、町が実施主体となり、公共用に供する場合については、農地の売買および賃借

等について許可できる例外規定に該当します。 

調査担当委員は大野委員です。以上です。 

 

議長 

 事務局の説明が終わりました。その５、その６について調査担当委員の大野委員、補足説明があ

りましたらお願いします。 

 

大野委員 

特に補足説明はございません。以上です。 

 

議長 

 ありがとうございました。その５、その６について事務局並びに調査担当委員の説明が終わりま

した。これにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

事務局 

   事務局の訂正をお願いします。譲渡人と譲受人というお話をさせていただきましたが、こちらの

方は、賃貸借の契約となっております。 

 

議長 

   譲渡人は、賃貸借で借りるということですね。 

 

事務局 

   はい。 

 

事務次長 

   すみません。補足なのですが、この２枚の農地を使って、許可をいただくことができましたら、

１０月１１月くらいにここの農地の嵩上げをして、その後新規就農者がここでキュウリを植えたい



ということで、６棟のハウスが整備される予定です。水耕栽培ということで整備をしていきたいと

計画しています。 

 

大野委員 

   資料№１－５の写真を見ると、今あるハウスの真横に見えるのですが、ここの間に１枚空いてい

るということですね。 

 

事務局長 

   そうです。 

 

議長 

   他に質問はございませんか。 

 

（なし） 

 

   他にご意見等はないようですので、その５、その６について採決をしたいと思います。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その５、その６については、原案の通り本委員

会が許可することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号その５、その６については原案

の通り許可することにいたします。 

 

それでは、日程第３ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請 

譲渡人：美浜町■■■■■■■■■■  ■■ ■■ 

     申請地：■■■■■■■■■  地目：田  地積：４８９㎡ 

     譲受人：美浜町■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■ ■■ ■ 

     転用の目的：駐車場の整備 

      地区担当委員は山本文昭委員です。 

 

議案内容について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   それでは、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明させていただき

ます。 

申請者及び転用事業計画者は、美浜町■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ 

■さん ■■歳の方です。 

申請地は、美浜町■■■■■■■■■ 地積は４８９㎡で、地目は田です。 

土地の所有者は、美浜町■■■■■■■■■■ ■■ ■■さん ■■歳の方です。 

転用の目的は、近隣の■■■■との合併による■■■の建替え工事に伴う駐車場整備です。   

現状地は、合併による■■の増加に伴い、駐車場の確保が難しいため、新たに乗用車約１０台分

及び■■■用バスの駐車場の敷地を確保するものです。 



資料№１－７の付近図と写真資料をご覧ください。 

用排水計画につきましては、駐車場整備のため、取水排水は計画しておらず、雨水は自然流下さ

せ、用水路に流す計画となっています。北側は水路を挟み■■敷地、南側は同一所有者の田、西側

は水路を挟み町道■■■■線、東側は便宜上の道となっています。申請地は一団の農地の縁辺部に

位置し、周辺は休耕田となっていることから、周辺農用地の効率的かつ総合的な土地利用に支障は

生じるものではありません。現在県に進達し縦覧期間中であり、今年中に農振除外の許可がおりる

ことになります。農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、第１種

農地の許可要件の例外規定にあたる「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者

の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」に該当するため、許可要件を満たすこ

ととなります。一般基準につきましても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その

他、資金計画等はすべて満たしております。 

現地調査は山本文昭委員、山本光雄委員で行っております。地区担当委員は山本文昭委員です。

以上です。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案第２号について調査担当委員の山本文昭委員、補足説

明がありましたらお願いします。 

 

山本文昭委員 

   事務局の説明通りで、周りに田んぼもあるのですが、ほぼ耕作放棄地に近い状態ですので問題は

無いかと思います。以上です。 

 

議長 

   ありがとうございました。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これにつき

ましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

（なし） 

 

特段ないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につきまして、原案のとおり本委員会が

適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号は原案の通り、本委員会が適当

である旨の意見を付して、県に進達することに決定いたします。 

 

続きまして、日程第４ 議案第３号 農用地利用集積計画についてを議題といたします。 

   

   農用地利用集積計画総括表 

１ 農用地利用集積計画 令和３年１１月１日始期分 

（１） 筆数 再設定 3年～5年   9筆 

6年～9年   12筆 

10年～30年  7筆       合計 28筆 

        合 計  3年～5年   9筆 

6年～9年  12筆 



10年～30年 7筆       合計 28筆 

   

（２）利用権設定面積 

        再設定 3年～5年   13,772㎡ 

6年～9年   27,182㎡ 

10年～30年   3,598㎡     合計 44,552㎡ 

        合 計 3年～5年   13,772㎡ 

6年～9年   27,182㎡ 

10年～30年   3,598㎡     合計 44,552㎡ 

 

議案内容について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   議案第３号 農用地利用集積計画について説明させていただきます。 

今回、令和３年１１月１日始期となる利用権の設定について、農用地利用計画総括表をご覧くだ

さい。今回の利用権設定は、再設定で、３年～５年が９筆、６年～９年が１２筆、１０年～３０年

が７筆、設定面積は４４，５５２㎡となります。こちらの内容については２ページ目の「農用地利

用集積計画一覧表(令和３年１１月１日 始期分)」が各筆の明細となっております。農業経営基盤

強化促進法の第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

   次に、参考資料として資料 No.2の利用権設定状況をご覧ください。 

  令和３年８月１日公告時点では利用権設定面積が４１５万３,８８０．２６㎡です。今回、１０月

末に期間満了分の再設定面積４４，５５２㎡を加え、再設定できなかった面積２１，７７４㎡を引

き、中途解約面積５，９３９㎡を引き、令和３年１１月１日時点の利用権設定面積が４１２万６，

１６７．２６㎡となり、利用権設定率は、前回の４９．８％から０．３％減の４９．５％となりま

す。なお、今回再設定できなかった面積につきましては、今後中間管理事業を利用しての利用権設

定に切り替える予定をしているものと自作する農地、中途解約につきましては、今回の３条申請に

伴い合意解約を行ったところとなっています。以上です。 

 

議長 

   事務局の説明が終わりました。これにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

  （なし） 

 

特段ないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第３号 農用地利用集積計画について、原案の通り本委員会が適当であると承認することに

ご異議ございませんか。 

 

  （異議なし） 

 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第３号については原案の通り決定いた

します。 

 

以上で本日の議事は終了いたしました。これで農業委員会総会を終了します。 

 

 

【閉会】午後９時３０分  



令 和   年   月   日 
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